
●
金
婚

 　
森
岡
保
紀
・
稔
子
（
清
川
２
）

●
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
婚

　
小
坂
井
大
・
静
子
（
三
筋
１
）

　
遠
藤
俊
隆
・
美
代
子
（
鳥
越
１
）

　
金
婚
は
結
婚
50
周
年
（
ダ
イ
ヤ

モ
ン
ド
婚
は
60
周
年
）
を
迎
え
た

ご
夫
婦
で
、
５
月
ま
で
に
申
請
し

た
方
を
掲
載
し
て
い
ま
す
（
申
請

順･

敬
称
略
）。

　
掲
載
を
希
望
す
る
方
は
、
左
記

へ
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ　
高
齢
福
祉

課
（
区
役
所
２
階
⑤
番
）

　
ＴＥＬ
（
５
２
４
６
）
１
２
２
１

お
め
で
と
う

　
　
ご
ざ
い
ま
す

 

金
婚
・
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
婚

アルバイト （会計年度任用職員 ・ 清掃事務所） 募集
 （夏期）

業務内容区内の家庭ごみ収集作業　対象18歳以上（高校生は除く）　
雇用期間 9月30日㈬まで　勤務日時日曜日を除く午前7時40分～午
後4時25分（1か月16日以内）　勤務地台東清掃事務所今戸庁舎、
清川清掃車庫　募集人数若干名　 給与（日額）9,445円（交通費別途
支給）　選考方法面接　申込方法履歴書（顔写真添付）を下記問合せ
先へ持参　問合せ台東清掃事務所 TEL（3876）5771

広報
（5）　令和2（2020）年　7月20日 第1257号

【たいとうパープルほっとダイヤル（予約不要）】　パートナーとの関係で悩んでいませんか。DVは身体的暴力だけではありません。ひとりで悩まずにまずご相
談ください。▷日時　月～土曜日（第1・3・5月曜日〈祝休日の場合は翌日〉を除く）午前9時～午後5時〈相談専用電話 TEL 3847−3611〉

級②
介
護
保
険
被
保
険
者
証
を
お
持
ち
で
、

区
分
が
要
介
護
５
の
方

▽
利
用
で
き
る
資
料
（
貸
出
点
数
）　

図
書・雑
誌（
７
冊
ま
で
）、Ｃ
Ｄ（
２

点
ま
で
）、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
・
ビ
デ
オ
（
１

点
ま
で
）

▽
貸
出
期
間　
30
日
間
（
配
送
お
よ
び

び
返
送
の
日
数
含
む
）

▽
登
録
方
法　
必
要
書
類
を
直
接
左
記

問
合
せ
先
へ
持
参
か
郵
送
ま
た
は
フ

ァ
ッ
ク
ス
で
提
出

▽
必
要
書
類　
利
用
申
込
書
、
身
体
障

害
者
手
帳
ま
た
は
介
護
保
険
被
保
険

者
証
（
郵
送
の
場
合
は
コ
ピ
ー
で

可
）

※
詳
し
く
は
、
図
書
館
H
P
を
ご
覧

に
な
る
か
、
左
記
へ
お
問
合
せ
く
だ

さ
い
。

▽
問
合
せ　
中
央
図
書
館

　
ＴＥＬ
（
５
２
４
６
）
５
９
１
１

小
中
学
生
向
け
お
す
す
め
本

の
ブ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
発
行
し

ま
し
た

　
図
書
館
が
選
ん
だ
お
す
す
め
本
を
紹

介
し
て
い
ま
す
。

　
区
立
小
中
学
校
に
在
学
中
の
児
童
・

生
徒
に
は
、
学
校
を
通
じ
て
配
布
し
て

い
ま
す
。

　
読
書
の
参
考
に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

▽
リ
ス
ト
名

・
こ
の
本
よ
ん
だ
？
（
小
学
生
向
け
）

・
テ
ィ
ー
ン
ズ
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
（
中
学

生
向
け
）

図
書
館
資
料
を
自
宅
へ
お
送

り
し
ま
す

　
身
体
の
障
害
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、

図
書
館
へ
来
館
す
る
こ
と
が
困
難
な
方

へ
、
図
書
館
の
資
料
を
お
送
り
し
ま
す
。

▽
対
象　
区
内
在
住
で
、
次
の
①
②
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

①
身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
で
、

左
記
の
等
級
に
該
当
す
る
方

　
下
肢
・
体
幹
・
移
動
機
能
障
害
１
～

２
級
、
心
臓
・
じ
ん
臓
・
呼
吸
器
・
ぼ

う
こ
う
・
直
腸
・
小
腸
機
能
障
害
１
・

３
級
、
免
疫
・
肝
臓
機
能
障
害
１
～
３

▽
配
布
場
所　
区
立
図
書
館

▽
問
合
せ　
中
央
図
書
館

　
ＴＥＬ
（
５
２
４
６
）
５
９
１
１

令
和
２
年
度
第
１
回
区
政
サ

ポ
ー
タ
ー
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

の
結
果
が
ま
と
ま
り
ま
し
た

▽
テ
ー
マ　
「
公
園
・
児
童
遊
園
の
利

用
に
つ
い
て
」「
台
東
区
の
バ
リ
ア

フ
リ
ー
に
つ
い
て
」「
区
議
会
に
つ

い
て
」

▽
閲
覧
場
所　
区
役
所
３
階
⑦
番
区
政

情
報
コ
ー
ナ
ー
、
図
書
館
の
ほ
か
、

区
Ｈ
Ｐ
「
区
民
の
声
」
に
掲
載

▽
問
合
せ　
広
報
課　

　
ＴＥＬ
（
５
２
４
６
）
１
０
２
３

多
文
化
共
生
に
関
す
る
調
査

に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　
区
内
に
は
、
多
く
の
外
国
人
が
暮
ら

し
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
方
々
と
の
間

に
あ
る
、
言
語
や
文
化
、
生
活
習
慣
の

違
い
を
相
互
に
理
解
・
尊
重
し
あ
い
、

活
躍
で
き
る
「
多
文
化
共
生
の
地
域
社

会
」
を
実
現
し
て
い
く
た
め
、
多
文
化

共
生
推
進
プ
ラ
ン
を
策
定
し
ま
す
。

　
そ
の
策
定
に
あ
た
り
、
基
礎
資
料
と

す
る
た
め
の
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

　
対
象
と
な
っ
た
方
に
は
、
８
月
下
旬

に
調
査
票
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
回
答

を
お
願
い
し
ま
す
。

▽
期
間　
８
月
28
日
㈮
～
９
月
10
日
㈭

▽
対
象　
無
作
為
抽
出
し
た
満
18
歳
以

上
の
区
民
（
日
本
人
お
よ
び
外
国

人
）
の
７
千
人

▽
問
合
せ　
区
民
課

　
ＴＥＬ
（
５
２
４
６
）
１
１
２
６

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム（
Ｊ

ア
ラ
ー
ト
）
全
国
一
斉
試
験

放
送
を
実
施
し
ま
す

　
屋
外
に
設
置
し
て
い
る
防
災
行
政
無

線
（
屋
外
ス
ピ
ー
カ
ー
）
か
ら
全
国
瞬

時
警
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）
の

起
動
確
認
の
た
め
、
試
験
放
送
を
行
い

ま
す
。

▽
日
時　
８
月
５
日
㈬
午
前
11
時
頃

▽
放
送
内
容　
チ
ャ
イ
ム
＋
「
こ
れ
は
、

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト
で
す
。」（
３

回
繰
り
返
し
）「
こ
ち
ら
は
、
ぼ
う

さ
い
た
い
と
う
で
す
。」
＋
チ
ャ
イ

ム
▽
問
合
せ　
危
機
・
災
害
対
策
課

　
ＴＥＬ
（
５
２
４
６
）
１
０
９
４

令
和
２
年
７
月
豪
雨
の
被
災

者
へ
の
義
援
金
を
受
付
け
て

い
ま
す

▽
受
付
期
間　
３
年
３
月
31
日
㈬
ま
で

●
募
金
箱
を
設
置
し
ま
す

▽
場
所　
区
役
所
１
階
、
生
涯
学
習
セ

ン
タ
ー
、
区
民
事
務
所
・
同
分
室
、

地
区
セ
ン
タ
ー

▽
問
合
せ　
総
務
課
総
務
係

　
ＴＥＬ
（
５
２
４
６
）
１
０
５
２

●
受
付
窓
口

▽
場
所　
区
役
所
３
階
③
番
区
民
課
、

区
民
事
務
所
・
同
分
室
、
地
区
セ
ン

タ
ー

▽
問
合
せ　
区
民
課
区
民
係

　
ＴＥＬ
（
５
２
４
６
）
１
１
２
２

環
境

リ
サ
イ
ク
ル

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
正
し
い
分

別
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は
週
１
回
の
資
源
回

収
日
に
収
集
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
の
季
節
は
排
出
量
が
増
え

ま
す
の
で
、
リ
サ
イ
ク
ル
に
適
さ
な
い

物
が
混
入
し
な
い
よ
う
、
次
の
点
に
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

・「
Ｐ
Ｅ
Ｔ
」
マ
ー
ク
が
つ
い
て
い
る

物
が
対
象
で
す
。「
プ
ラ
」
ボ
ト
ル

は
燃
や
す
ご
み
で
す
。

・
水
で
ボ
ト
ル
の
中
を
ゆ
す
ぎ
、
つ
ぶ

設
に
入
所
中
の
方
、
病
院
等
に
３
か

月
を
超
え
て
入
院
し
て
い
る
方
は
除

く
）

▽
支
給
額　
２
万
７
千
350
円

・
障
害
児
福
祉
手
当
（
国
制
度
）

▽
対
象　
20
歳
未
満
で
精
神
か
身
体
に

障
害
が
あ
り
、
日
常
生
活
で
常
時
の

介
護
を
必
要
と
す
る
状
態
（
両
上
肢

　
・
両
下
肢
・
体
幹
・
内
部
機
能
お
よ

び
日
常
生
活
能
力
に
著
し
い
障
害
が

あ
る
）
に
あ
る
方
（
施
設
に
入
所
中

の
方
、
障
害
を
支
給
理
由
と
す
る
公

的
年
金
を
受
け
て
い
る
方
は
除
く
）

▽
支
給
額　
１
万
４
千
880
円

◆
以
降
、
右
記
記
事
の
共
通
項
目
◆

▽
所
得
限
度
額

手当名
（区制度） 扶養人数 本人所得および扶養義務者所得

心身障害者福祉
手当、難病患者
福祉手当  

0人 360万4千円
心身障害者福祉手当・20歳
以上の方の難病患者福祉手当
は本人のみの所得で判断

1人 398万4千円
2人目以降
1人につき 38万円加算

手当名
（国制度） 扶養人数 本人所得 扶養義務者所得

特別障害者手当、
障害児福祉手当

0人 360万4千円 628万7千円
1人 398万4千円 653万6千円

2人目以降
1人につき 38万円加算 21万3千円加算

▽
問
合
せ　
障
害
福
祉
課
（
区
役
所
２

階
⑩
番
）ＴＥＬ（
５
２
４
６
）１
２
０
１

元
気
情
報
紙 

＂コ
コ
カ
ラ＂

第
７
号
を
発
刊
し
ま
す

　
60
代
か
ら
始
め
る
、
こ
れ
か
ら
の
人

生
を
自
分
ら
し
く
イ
キ
イ
キ
と
過
ご
す

た
め
の
元
気
情
報
紙
で
す
。
第
７
号
の

特
集
は
「
お
口
の
健
康
」
で
す
。

▽
新
聞
折
り
込
み
日　
８
月
10
日
㈷

▽
折
り
込
む
新
聞　
毎
日
、
朝
日
、
読

売
、
産
経
、
東
京
、
日
経
の
６
紙

せ
る
物
は
つ
ぶ
す
。

▽
問
合
せ　
清
掃
リ
サ
イ
ク
ル
課

　
ＴＥＬ
（
５
２
４
６
）
１
２
９
１

福
祉

（
高
齢
・
障
害
等
）

心
身
障
害
者
福
祉
手
当
等
受

給
中
の
方
へ

―
所
得
額
に
よ
る
受
給
の
見

直
し
を
し
ま
す
―

　
令
和
元
年
中
所
得
（
２
年
度
課
税
標

準
額
）
に
よ
り
、
受
給
対
象
者
を
見
直

し
ま
す
。
以
前
に
所
得
超
過
の
た
め
資

格
喪
失
と
な
り
、
今
回
該
当
す
る
方
は
、

８
月
中
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
（
国
制

度
は
申
請
不
要
）。

・
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
（
区
制
度
）

▽
対
象　
申
請
時
20
歳
以
上
65
歳
未
満

で
、
身
体
障
害
者
手
帳
１
～
３
級
、

愛
の
手
帳
１
～
４
度
、
脳
性
マ
ヒ
、

進
行
性
筋
萎
縮
症
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
方
（
施
設
に
入
所
中
の
方
、

難
病
患
者
福
祉
手
当
を
受
給
中
の
方

は
除
く
）

▽
支
給
額　
１
万
５
千
500
円
か
７
千
750

円
・
難
病
患
者
福
祉
手
当
（
区
制
度
）

▽
対
象　
申
請
時
に
65
歳
未
満
で
、
東

京
都
の
難
病
医
療
費
助
成
を
受
け
て

い
る
方
、
ま
た
は
小
児
慢
性
特
定
疾

病
医
療
費
助
成
を
受
け
て
い
る
方
で
、

手
当
の
対
象
疾
病
に
り
患
し
て
い
る

方
（
施
設
に
入
所
中
の
方
、
心
身
障

害
者
福
祉
手
当
・
児
童
育
成
手
当

〈
障
害
手
当
〉
を
受
給
中
の
方
は
除

く
）

※
対
象
疾
病
に
つ
い
て
は
、
区
Ｈ
Ｐ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
支
給
額　
１
万
５
千
500
円

・
特
別
障
害
者
手
当
（
国
制
度
）

▽
対
象　
20
歳
以
上
で
精
神
か
身
体
に

重
度
の
障
害
が
あ
り
、
日
常
生
活
で

常
時
特
別
の
介
護
を
必
要
と
す
る
状

態
（
両
上
肢
・
両
下
肢
・
体
幹
・
内

部
機
能
お
よ
び
日
常
生
活
能
力
に
著

し
い
障
害
が
あ
る
）
に
あ
る
方
（
施

▽
配
布
場
所　
左
記
問
合
せ
先
の
ほ
か
、

各
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
な
ど

▽
問
合
せ　
介
護
予
防
・
地
域
支
援
課

（
区
役
所
２
階
⑤
番
）

　
ＴＥＬ
（
５
２
４
６
）
１
２
９
５

65
歳
以
上
の
方
の
心
身
障
害

者
医
療
証
（

医
療
証
）
の

新
規
申
請
は
８
月
31
日
㈪
ま

で
で
す

▽
対
象　
現
在
医
療
証
を
お
持
ち
で

な
い
、
次
の
全
て
に
該
当
す
る
方

①
８
月
31
日
現
在
65
歳
以
上

②
65
歳
未
満
で
身
体
障
害
者
手
帳
１
・

２
級
（
内
部
機
能
障
害
は
３
級
ま

で
）
か
愛
の
手
帳
１
・
２
度
ま
た
は

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
に

な
っ
た

③
令
和
元
年
９
月
１
日
以
降
、
生
活
保

護
を
受
け
な
く
な
っ
た
か
、
施
設
を

退
所
し
台
東
区
に
戻
っ
た
、
ま
た
は

都
外
か
ら
台
東
区
に
転
入
し
た

④
国
民
健
康
保
険
や
社
会
保
険
に
加
入

し
て
い
る
か
、
２
年
度
の
住
民
税
が

非
課
税
で
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
し
て
い
る

▽
所
得
限
度
額

扶養人数 所得限度額
０人 360万4千円
1人 398万4千円

2人目以降1人につき 38万円加算
※世帯状況等に応じて各種控除が

受けられる場合あり

▽
必
要
な
物　
身
体
障
害
者
手
帳
か
愛

の
手
帳
ま
た
は
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
・
健
康
保
険
証
・
印
鑑

※
２
年
１
月
１
日
に
台
東
区
外
に
在
住

の
方
は
、
所
得
額
の
記
載
の
あ
る
元

年
度
と
２
年
度
の
住
民
税
課
税
（
非

課
税
）
証
明
書

▽
申
込
み
・
問
合
せ　
障
害
福
祉
課

（
区
役
所
２
階
⑩
番
）

　
ＴＥＬ
（
５
２
４
６
）
１
２
０
１

　
台
東
保
健
所
保
健
予
防
課

　
ＴＥＬ
（
３
８
４
７
）
９
４
０
５


